


















③エコドライブの普及
　エコモ財団は、1997年京都開催の「気候変動枠組条約第３回締約国会議」を踏まえて設立さ
れた「エコドライブ普及推進協議会（運輸関係等16団体）」の事務局を務めるとともに、独自に
様々なエコドライブを普及推進するための活動をしています。
　2007年４月より、トラックのエコドライブ講習の認定を開始し、2008年９月からは乗用
車のエコドライブ講習の認定も加え、認定団体での講習受講者に修了証を授与しています。
　2011年度からは、「エコドライブ活動コンクール」をエコドライブ普及連絡会（警察庁、経
済産業省、国土交通省、環境省）、エコドライブ普及推進協議会の後援のもとに開催しており、
2013年度の表彰式を11月21日開催の「エコドライブシンポジウム」の中で実施しました。
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５ 自治体、事業者、市民団体等の取り組み 

●年度別修了証発行実績（累計）

●Ｈ25年度エコドライブ活動コンクール表彰式 ●コンクールのリーフレット
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④環境的に持続可能な交通（EST）の普及
OECDが提案し、わが国でも国土交通省などがモデル事業を展開してきた「環境的に持続可

能な交通（EST）」（46ページ参照）を地方自治体や交通事業者等へ一層浸透させるため、エコ
モ財団では、学識経験者、関係団体、EST関係省庁等と連携した普及活動を2006年度から実
施しています。
　2013年度は、地方運輸局等と協力して自治体や交通事業者を対象とした講習会（EST創発
セミナー）を那覇市、豊田市、金沢市、秋田市で開催し、講習会に加えて見学会や検討会を合わ
せて行う３日間の人材養成研修会（第3回）を岐阜市で開催しました。また、地域の優れた交通
環境対策の取組みを表彰するEST交通環境大賞（第5回）を実施し、2013年度は大賞の国土交
通大臣賞に富山市が、環境大臣賞に両備グループがそれぞれ表彰を受けました。さらに、表彰式
を兼ねたシンポジウム（第7回EST普及推進フォーラム）を東京で開催すると共に、ESTポータ
ルサイト（http://www.estfukyu.jp/）やメールマガジンによる情報発信、ツイッター（https://
twitter.com/#!/offi  ceEST）での情報提供を行っています。
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Ⅲ．運輸部門における主要な環境問題への対策

●第５回EST交通環境大賞の選考結果

賞 授賞団体名 主な取組みの名称

大　賞
【国土交通大臣賞】 ○富山市 公共交通を軸としたコンパクトなまちづくり

大　賞
【環境大臣賞】 ○両備グループ 公共交通利用で「歩いて楽しいまちづくり運動」

優秀賞 ○ 日立市 誕生「ひたちＢＲＴ」 ～新しいまちづくりへの第一歩～

奨励賞

○秋北バス株式会社＜取組幹事＞
　＜メンバー＞
　 株式会社早稲田環境研究所(早稲田大学環境総合研究センター )、
株式会社地球健康クラブ、NPO469ｍａネット、富士火災海上
保険株式会社
　＜協賛＞
　 大館市、能代市、北秋田市、大館市教育委員会、能代市教育委員
会、北秋田市教育委員会、大館北秋医師会、能代市医師会

バス&ウォーク事業

奨励賞 ○山口市公共交通委員会 創ろう！守ろう！みんなの公共交通

●大賞を受賞した富山市のコミュニティサイクル（アヴィレ）と両備グループのハイブリッドバス（SOLARVE・ソラビ）



⑤モビリティ・マネジメント教育（交通環境学習）の普及
　交通環境学習の普及を目指し、自治体や小中学校に対する支援を行い、継続的に実施するため
の拠点作りや、指針となる教育宣言の発行、テキスト出版等の活動に取組んでいます。
　自治体に対する支援では、2010年度から宮城県仙台市、2011年度からは京都府と富山県
富山市、北海道札幌市に対して支援を行っています。４自治体とも2013年度が最終年度となり、
学習プログラムの完成や普及方策の検討などが行われています。
<支援自治体の取り組み>
　仙台市：小学校６年間での学習プログラム構築を目指して、プログラムを確立して先生向けの

指導手引書として取りまとめるとともに、市内全小学校への普及活動を開始する。
　富山市：小学校４年間での学習プログラム構築を目指して実践を行うとともに、教員や一般市

民への周知普及方法の検討を行う。
　京都府：京都府全域での継続的な実施を目指し、府域全体で実施可能なプログラムを構築する

ため、亀岡市や福知山市などで授業実践してプログラムを確立するとともに、府内市
町への普及方法の検討を行う。

　札幌市：小学校６年間での学習プログラム構築し、学習指導要領と連動した学習プログラムの
実践を行い、指導案等の取りまとめを行う。

　また学校に対する支援では、2013年度は下記小学校４校に対して支援を行っています。

札幌市 富山市

支援学校名 学習テーマ（カッコ内は教科を示す） 教　科 時　数 学　年
秦野市立本町小学校 ＴＤＭ教育－かしこいクルマの使い方－の定着に向けて 総合的な学習の時間 ４時間 ５年生
秦野市立鶴巻小学校 ＴＤＭ教育－かしこいクルマの使い方－の定着に向けて 総合的な学習の時間 ３時間 ５年生
嵐山町立菅谷小学校 誰もが暮らしやすい嵐山町を考えよう 社会科 ５時間 ６年生
川西市立桜が丘小学校 買い物から環境、交通、まちづくりを考える 社会科、家庭科、食育 ４時間 ５年生
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５ 自治体、事業者、市民団体等の取り組み 

●支援学校名と学習テーマ



⑥エコプロダクツ2013への出展
　エコプロダクツ展は、環境配慮型製品・サービスの普及を目的に、1999年から毎年、東京ビッ
グサイトで開催されている環境総合展示会であり、ビジネスマンや行政担当者、一般消費者が来
場する国内有数の環境イベントです。
　エコモ財団では、同展示会に引き続き出展し、運輸部門における地球温暖化問題の現状やその
対策、財団活動の紹介をビデオ放映とパネル展示により行いました。
（エコプロダクツ2013の実績…出展：702社・団体、来場者数：約17万人、エコモ財団ブース
への来訪者数実績…約4,000名）
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Ⅲ．運輸部門における主要な環境問題への対策



⑦第10回エコプロダクツ大賞の実施
　「エコプロダクツ大賞」は、エコプロダクツ大賞推進協議会（（一財）地球・人間環境フォーラム、
（一社）産業環境管理協会、（公財）交通エコロジー・モビリティ財団、（一社）日本有機資源協会）
が主催し、環境負荷の低減に配慮したすぐれた製品・サービスを表彰することにより、エコプロ
ダクツの更なる普及を図ることを目的に、2004年度に創設された制度です。
　2013年度の国土交通大臣賞として、エコプロダクツ部門では大和ハウス工業(株)の「ＳＭＡ
×ＥＣＯプロジェクト」が、サービス部門では日本郵船(株)他の「泡の力で省エネ『空気潤滑シ
ステム』搭載船での運航」が選ばれ、12月に開催された「エコプロダクツ2013」の中で表彰
されました。

船首

船尾
空気を船底に
送り込んでいる様子
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５ 自治体、事業者、市民団体等の取り組み 

●第10回国土交通大臣賞（エコプロダクツ部門）
　「ＳＭＡ×ＥＣＯプロジェクト」

●第10回国土交通大臣賞（エコサービス部門）
　「泡の力で省エネ『空気潤滑システム』搭載船での運航



⑧交通・観光分野におけるカーボンオフセットの普及
　地球温暖化対策の一つとして、商品・サービスの利用等に伴い排出される温室効果ガスを別の
場所での排出削減・吸収で埋め合わせる「カーボンオフセット」という手法があります。商品・サー
ビスの利用者または提供者が費用を負担し、別の場所で生成された排出権を購入することによっ
て、埋め合わせを行います。運輸交通分野でも既に航空会社、鉄道事業者、バス事業者、タクシー
事業者、トラック事業者、旅行業者等で導入例があります。
　カーボンオフセットは、導入企業の温暖化問題への取組み姿勢をアピールする手段となるだけ
でなく、個人を含む幅広い層の自主的な温室効果ガス削減を促進する手段ともなり得ます。さら
に、温室効果ガス削減・吸収プロジェクトへの資金供給にも貢献します。
　そこでエコモ財団では、交通・観光分野でのカーボンオフセットの普及促進を図るため、事業
者が運輸・観光関連サービスにカーボンオフセットを導入する際の負担を軽減し、CO2排出量の
算定や排出権の購入をウェブ上で可能にする「交通・観光カーボンオフセット支援システム」を
2009年12月に構築しました。すでに、自治体交通局や大手私鉄、バス、タクシー、トラック、
旅行等、幅広い事業者に活用されています。

●支援システムを使ったカーボンオフセットの導入例

導入事業者：国際自動車
名　　　称：環境にやさしいタクシーのりば
概　　　要：伊勢丹新宿本店にkmグループ国際自動車専用のタクシー乗り場を設け、そこ

から発車するすべてのタクシーの初乗り分（２km）のCO2を事業者負担でオ
フセット
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Ⅲ．運輸部門における主要な環境問題への対策

タクシー乗り場 リーフレット



1 騒音問題への取り組み
（1）自動車における騒音対策

自動車交通騒音の2011年度の環境基準達成状況について、評価対象の全戸数である6,116
千戸のうち、昼間（６時～22時）又は夜間（22時～６時）で環境基準を超過していたのは
505千戸（８％）であり、昼夜間とも環境基準を超過していたのは252千戸( ４％ )でした。
幹線交通を担う道路に近接する空間における2,545千戸のうち、昼間又は夜間で環境基準を

超過していたのは335千戸（13％）であり、昼夜間とも環境基準を超過していたのは162千
戸（６％）でした。
環境基準の達成状況の経年変化は、各年で評価の対象としている住居等の違いを考慮する必要
はありますが、報告された範囲では近年緩やかな改善傾向にあります。 
全体を道路種類別に分けて集計したところ、昼間又は夜間で環境基準を超過していた割合が最
も高かったのは都市高速道路であり、65千戸のうち16千戸(24％ )でした。
これらの状況は、（独）国立環境研究所が運営するインターネットサイト「全国自動車交通騒

音マップ（環境GIS 自動車交通騒音実態調査報告）」において、地図と共に情報提供しています。

Ⅳ．その他の環境問題への対策Ⅳ．その他の環境問題への対策

●全国自動車交通騒音マップ掲載例

83

1 騒音問題への取り組み



（2）鉄道における騒音対策

新幹線鉄道騒音については、新幹線鉄道沿線の住宅密集地域等の対策区間における騒音レベル
を環境基準（主として住居の用に供される地域：70デシベル以下、商工業の用に供される地域等：
75デシベル以下）の達成に向けて、関係行政機関及び関係事業者において、いわゆる「75デシ
ベル対策」の推進が行われてきました。
これまで第１次から第４次にわたり75デシベル対策が実施されていますが、第４次調査では

対策区間の測定地点において１箇所だけ75デシベルを超過していることが確認されました。ま
た、対策区間以外において、いまだ75デシベルを達成していない地域が残されていることから、
引き続き環境基準の達成に向け「75デシベル対策」を推進していくこととされています。
新幹線の騒音対策としては、環境基準を達成すべく防音壁の嵩上げ、パンタカバーの設置、レー
ルの削正等によって音の発生そのものを抑える音源対策が行われており、それのみでは達成が困
難な場合には、既存の家屋に対する防音工事への助成が行われています。
また、在来線の騒音対策については、「在来線鉄道の新設又は大規模改良に際しての騒音対策
指針」に基づき、新線建設の場合には一定の値以下のレベルになるよう、既設路線の大規模改良
の場合には改良前より改善されるよう、鉄道事業者に対して指導が行われています。

（3）航空における騒音対策

航空機騒音で最も効果的な対策は、低騒音機の
導入であり、以前のDC8と現在のB767の騒音
値80dB（A）（人の聴覚特性に基づく補正値） を
比較した場合、騒音影響範囲は約9割減少してお
り、今なお騒音影響が及ぶ地域では、民家の防音
工事等が実施されていますが、当該工事は、今後
のメンテナンスを残し、おおむね終了しています。
航空機騒音の障害は改善の方向にあり、大阪国際
空港を始めとする各空港において騒音対策区域の
見直しが進められています。しかし、空港と周辺
地域の調和ある発展を図るために、今後も騒音の軽減等を図るための対策を行うことが重要です。
なお、空港と周辺地域において環境の保全及び創造に向けた取り組みを行うため、2003年に
エコエアポート・ガイドラインが制定されています。これに基づき、空港や周辺の環境計画策定、
航空機用地上動力設備（GPU）の導入支援等により各地の空港においてエコエアポートづくり
が進められています。

●エコエアポート概念図

出典：国土交通省
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Ⅳ．その他の環境問題への対策



2 海洋汚染への対応
（1）大規模油汚染対策

近年の大規模油汚染の背景には、海上安全・海洋環境保全に関
する条約等の基準を満たさない船舶（サブスタンダード船）の存
在が大きな要因の一つにあり、これを排除するために我が国では、
国際的船舶データベース（EQUASIS）の構築等の国際的な取組
みに参加するとともに、日本に寄港する外国船舶に対して立入検
査を行い、条約の基準を満たしているかどうかを監督するポート
ステートコントロール（PSC）が強化されています。
また、我が国周辺海域において油流出事故が発生した場合、
直ちに現場に到着し迅速に油回収が出来るように、全国に３
隻の大型浚渫兼油回収船が配備されています。さらに、日本
海、サハリン、オホーツク等における大規模な油や有害危険
物質の流出事故時に日本・中国・韓国及びロシアが協力して
回収処理に緊急対応するための体制が構築されており、その
ための「北西太平洋地域海行動計画（NOWPAP）地域油及
び有害危険物質（HNS）流出緊急時計画」（2008年）を通
じて国際的な協力・連携体制の強化が進められています。

（2）バラスト水中の有害水生生物問題への対応

船舶のバラスト水（船舶が空荷等のときに安全確保のため重しとして積載する海水）に混入す
るプランクトン等の各種生物が、バラスト水の排出に伴って本来の生息地でない場所に移動する
ことにより、生態系に有害な影響を与え、人の健康や経済活動に被害をもたらすとされています。
この対策として世界的に統一した規制を行うため、2004年2月にIMO（国際海事機関）におい
て、バラスト水規制管理条約が採択されました。
条約では、バラスト水管理システムの技術要件が定められており、各国とも主管庁の承認を受
けることが必要とされています。まだ承認国数等が条件を満たさないため条約は未発効ですが、
他国主管庁が既にバラスト水管理システムの型式承認を開始していることから、我が国において
も条約発効前ですがバラスト水管理システムの承認を2008年1月から開始しています。
　2013年11月現在で 9件のシステムが承認を受けており、そのうちで初めて国土交通省の型式
承認を受けて実用化されたJFEエンジニアリング株式会社開発のバラスト水処理システム「JFEバ
ラストエース」第一号機が、2010年8月に日本郵船株式会社の自動車専用船「エメラルドリーダー」
に搭載されています。更に2011年6月には三井造船株式会社が公益社団法人日本海難防止協会と
参画企業5社とで共同開発した「オゾン利用によるバラスト水処理システム（FineBallast®OZ）」
が国土交通省から承認されるなどバラスト水問題への現実的な取り組みが鋭意進められています。

出典：海上保安庁

●大型浚渫兼油回収船３隻体制によるカバー範囲

出典：国土交通省
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2 海洋汚染への対応



3 船舶からの排出ガス対策
船舶はエネルギー消費効率の面で優れていますが、日本全体に占める窒素酸化物（NOx）等
の排出割合が大きく、この問題への対処及び国際間の海洋汚染防止条約の規制対応の点から、我
が国では排出ガス中のNOxを大幅削減できる舶用排ガス後処理装置の技術開発や、エンジン本
体における燃焼改善手法の開発等、環境に優しい舶用ディーゼル機関の研究開発が推進されてい
ます。例えば後処理装置では、2007年から研究開発が進められてきた小型高速補機関のSCR
脱硝装置が2010年にばら積み運搬船（95,000 D/W）に搭載されNOx削減効果をあげ、また
2011年3月には、IMO（国際海事機関）が2016年から施行予定のNOx第3次規制（第1次規
制の80％のNOx削減）に対応するための実船試験で、就航中の貨物船の主機関（出力1,491kW）
に舶用SCR脱硝装置が搭載され規制を達成するなどの成果が得られています。
また、接岸中の船舶からのCO2、NOx、SOx等の排出ガス量を削減するため、接岸中の船舶

が必要とする電力を、船内発電から陸上給電に切り替える船舶版アイドリングストップの取り組
みが進められています。
さらに、燃費の良い船舶の開発・普及促進のために、船舶の設計段階で省エネ性能を評価でき
る指標（海の10モード指標）の開発が進められています。この開発成果の一部を活用して
2009年7月からは、コンテナ船の環境性能鑑定サービスが一般財団法人日本海事協会において
開始されており、性能の優れた船舶の開発・普及に役立つことが期待されています。
なお、船舶は国際的に移動するため、排出ガス対策の実効性を確保するには、国際的に合意さ
れた規制の適用が重要です。そのため、我が国は、MARPOL条約の改正に対応して、「海洋汚
染等及び海上災害の防止に関する法律」等の改正を行い、平成22年7月から原動機のNOx放出
量に係る規制等を強化するとともに、新たな規制に基づき、原動機のNOx放出量の確認や船舶
の定期的な検査の実施、また、IMOにて引き続き行われている排出ガスの規制に関する議論に積
極的に参画しています。

出典：国土交通省

●環境に優しい舶用ディーゼル機関の開発

NO  

 
SCR  

 

SCR   
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コラムコラム
「船舶版アイドリングストップ」の推進！

～北海道で運用開始～

　「船舶版アイドリングストップ」は、接岸中の船舶が必要とする電力を船内発電から陸上
施設による電力供給に切り替えて、港
湾地域における二酸化炭素（CO2）、窒
素酸化物（NOx）、硫黄酸化物（SOx）
等の排出ガスを削減し、大気環境の改
善を図る取組みです。
　国土交通省港湾局の試算によると、
日本国内の全ての内航船が船舶版アイ
ドリングストップを実施した場合には、
東京ドーム約400個分に相当する100
万t ／年程度の二酸化炭素の削減が図
れる可能性があります。
　国土交通省では環境省と連携して、2006年10月から竹芝ふ頭他で現地通電実験等を重
ね、作業性、電気的安定性及び安全性について確認を進めてきました。
　2009年には釧路港など全国５港で広範囲にア
イドリングストップ実験を行ない、この実験結果を
受けて2010年5月からは「船舶版アイドリングス
トップ」の運用が釧路港（釧路市）で開始されま
した。公共の港としては全国初の導入となり、今後、
他の港へ順次普及を図ることとされています。
　また、2010年12月及び2011年2月には、苫
小牧港西港区フェリーふ頭フェリーターミナルで、
積雪寒冷地における大型フェリーへの、コンテナ
に納めた受電設備を船舶へ持ち込み船舶側での大
幅改造を必要としない方式での電力供給実験が行
なわれ、安定性や作業性の確認において好結果が
得られました。西港のフェリーターミナルは週40
便が利用しているので、苫小牧港湾事務所による
と、これらが停泊中にエンジンを止めることで、
二酸化炭素排出量を年間2,000トン削減できると
試算されています。

接続コネクタ
高圧給電ケーブル

陸側受配電設備

高圧受電盤
高圧き電盤
周波数変換装置
高圧接続盤

低圧ケーブル

船内配電機器
陸電受電盤

コンテナ

降圧変圧器

シャーシ

出典：苫小牧民報社

出典：国土交通省

●シャーシを活用した汎用性の高い電力供給
（コンテナ内に設置した受電盤や変圧器をシャーシ
（牽引トレーラー）に搭載し、フェリー内へ移動・設置）

●積雪寒冷地における大型フェリーへの電力供給

●船舶版アイドリングストップイメージ
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4 化学物質対策
（1）ダイオキシン類問題等への対応

ごみ等を燃焼する過程で発生するダイ
オキシン類は、健康面への悪影響が懸念
されています。国土交通省では、港湾に
おけるダイオキシン類の底質環境基準を
超える底質を除去するための技術指針
「底質ダイオキシン類対策の基本的考え
方」の策定や、「河川、湖沼等における
底質ダイオキシン類対策マニュアル」（河
川マニュアル）及び、「港湾における底
質ダイオキシン類対策技術指針」（港湾
指針）の改訂などにより、ダイオキシン
類の調査、対策及び海洋の汚染状況モニ
タリングなどが実施されています。

（2）内分泌かく乱化学物質対策

人や野生動物の内分泌をかく乱し、人の精子数の減少等さまざまな悪影響を及ぼす可能性のあ
る内分泌かく乱化学物質（環境ホルモン）への対策の必要性が近年高まっています。
環境ホルモンの一種とされる有機スズ（TBT）系の船底防汚塗料の世界的な全面禁止のため
に「船舶の有害な防汚方法の規制に関する国際条約（AFS条約）」が2008年9月に発効されま
した。この条約は、TBT塗料の新たな塗布を禁止し、すでに船体に塗布されたTBT塗料を完全
に除去するか、または海水に溶出しないよう塗膜を施すことを義務付けるものです。我が国に入
港する全ての外国船舶でTBT船底防汚塗料の
使用が禁止されていることから、国土交通省で
は、入港する外国船舶が海上安全や海洋環境保
護に関する国際条約に適合しているかを監督
（PSC：ポートステートコントロール）する際
に、併せてTBT船底防汚塗料に関するPSCを
積極的に実施し、有害な船底塗料を用いた外国
船舶の排除を目指すこととしています。

●ダイオキシン類問題等への対応

出典：国土交通省

●内分泌かく乱化学物質ホームページ

出典：厚生労働省
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（3）アスベスト問題への対応

倉庫や上屋を始め各種の施設に多く使用されているアス
ベストによる健康被害は、人命に係る問題であり、アスベ
ストが大量に輸入された1970年代以降に造られた建物
が今後解体期を迎えることから、被害を未然に防止するた
めの対応が重要となっています。
国土交通省では、既存施設におけるアスベストの除去等
を推進するため、所管の既存施設における除去・飛散防止
の対策状況についてフォローアップを実施しています。
また、住宅・建築物安全ストック形成事業において補助
対象建築物の拡充等を行ったほか、地域住宅交付金等の活
用により既存建築物等における吹付けアスベストの除去等
の対策を推進しています。
さらに、建築基準法の改正を行い、建築物における吹付
けアスベスト等の使用を原則禁止するとともに、吹付けア
スベスト除去工事の参考見積費用、アスベスト建材の識別
に役立つ資料（目で見るアスベスト建材）、アスベスト含有建材情報のデータベース化、建築物
のアスベスト対策パンフレットなど各種の情報提供を行い、解体時等の飛散・ばく露防止の徹底
等を行うための必要な対策を推進しています。

（4）ＰＲＴＲ制度

環境ホルモンやハイテク産業にともなう新たな化学物質
などの環境汚染については世界的に関心が高まり、1992
年の環境と開発に関する国連会議（地球サミット）で化学
物質のリスク低減の手法として、有害化学物質の排出や移
動を管理する制度の必要性が指摘されました。
これを受けて我が国では、1999年に「特定化学物質排
出量把握・管理改善促進法（PRTR法）」が制定され、有
害性のある多種多様な化学物質が、どのような発生源から、
どれくらい環境中に排出されたか、あるいは廃棄物に含ま
れて事業所の外に運び出されたかというデータを把握・集
計し、公表する制度が2001年から実施されています。
この法律の適用を受け、移動量の報告を行わなければな
らない事業者には、倉庫業（農作物を保管するもの又は貯
蔵タンクにより気体若しくは液体を貯蔵するものに限る）、
自動車整備業等も含まれています。

●アスベスト対策パンフレット

出典：国土交通省

●PRTRについてのパンフレット

出典：経済産業省、環境省
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5 オゾン層破壊防止
地球をとりまくオゾン層は、有害な紫外線を吸収することにより、私たち地球上の生物を保護
する大切な役割を果たしていますが、このオゾン層が破壊されると、有害な紫外線が増え、皮膚
ガンや白内障、免疫低下などの人体被害の影響や動植物生態系への影響が心配されます。
このオゾン層は、冷蔵庫やエアコンの冷媒などに使われているフロン類（CFC、HCFC）によっ
て破壊されることが明らかになっています。フロン類は二酸化炭素より数百から数万倍も強力な
温室効果ガスでもあることから、オゾン層の保護および地球温暖化の防止のためには、機器に使
用されているフロン類（CFC、HCFC及びHFC）の大気中への排出を抑制することが重要です。
その対策として、1995年に「オゾン層保護法」により特定フロン（CFC）の製造を禁止、
2001年から「特定家庭用機器再商品化法（家電リサイクル法）」により家庭用冷蔵庫及び家庭
用エアコンのフロン類の回収を義務付け、また、2002年には「特定製品に係るフロン類の回収
及び破壊の実施の確保等に関する法律（フロン回収・破壊法）」により業務用冷凍空調機器およ
びカーエアコンのフロン回収等の義務付け等が行われています。
なお、カーエアコンのフロン類の回収、破壊については、カーエアコンが自動車の構成部材の
一部であることから、2005年1月からは、フロン回収・破壊法の規制対象から外され、使用済
み自動車の適正処理及び廃棄のために制定された「使用済自動車の再資源化等に関する法律（自
動車リサイクル法）」により車体やエンジンの廃棄などと一括して規制されています。
また、冷凍空調機器の冷媒用途を中心に、高い温室効果を持つフロン類（ＨＦＣ）の排出量が急増

していることをうけて、2013年6月にはフロン回収・破壊法が改正され、フロン類及びフロン類使用
製品のメーカー等や業務用冷凍空調機器のユーザーに対して、フロン類の使用の合理化や管理の適
正化を求めるとともに、フロン類の充塡業の登録制及び再生業の許可制の導入等の措置を講ずること
とされ、法の名称が「フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律」に改められました。

●世界のオゾン量の経年変化

世界のオゾン全量
　地上および衛星からの観測によると、世界平均のオゾン全量は低緯度を除いて1980年代から1990年代前半にかけて大
きく減少が進みました。1990年代後半以降はほとんど変化がないかわずかに増加していますが、現在もオゾン全量は少な
い状態が続いています。

　世界平均のオゾン全量の1970 ～ 1980年の平均値と比較した増減量を％で表したものです。この増減量は季節変動、太
陽活動、QBO（約2年の周期をもつ成層圏循環の変動）などの影響を除去しています。実線は地上観測点のデータ、●は
北緯70度～南緯70度で平均した衛星観測のデータ。地上観測点のデータは「世界オゾン・紫外線資料センター」が収集し
たデータ、衛星観測のデータは米国航空宇宙局（NASA）提供のTOMSおよびOMIデータが使用しされています
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●フロン回収・破壊法の仕組み

出典：経済産業省、国土交通省、環境省
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●フロン回収・破壊法改正の概要

●自動車リサイクル法の全体の流れ

出典：公益財団法人自動車リサイクル促進センター

 
出典：経済産業省、国土交通省、環境省
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6 地球環境の観測・監視
　運輸部門の環境問題について的確な施策を実施するためには、長年にわたる地道な観測・監視
を通した、大気や海洋の変動状況の正確な把握が必要です。また、世界的な監視ネットワークの
一環としても大気、海洋等に関して多方面にわたる観測・監視が実施されています。

（1）気候変動の観測・監視

　地球温暖化など地球環境問題への国際的な
取組みが強化される中、気象庁では従前から
の取組みに加え、2008年に策定・公表され
た「今後の地球環境業務の重点施策」に則り、
以下の施策が進められています。
　温室効果ガスの状況を把握するため、大気
中のCO2等を国内3箇所の観測所で、また北
西太平洋の洋上大気や表面海水中のCO2を
海洋気象観測船で、観測しているほか、
2009年度からは精密な日射・赤外放射の観
測を国内5地点で行われています。
　また、地球温暖化に伴う海面水位の上昇を把握する観測を行い、日本沿岸における長期的な海
面水位変化傾向等の情報を発表しています。
　このほか、気候変動の監視及び季節予報の精度向上のため、一般財団法人電力中央研究所と共
同で、過去の全世界の大気状態を一貫した手法で解析する「長期再解析プロジェクト」を実施し、
国内外の研究機関等に公開しています。
　なお、観測結果等を基に、「気候変動監視レポート」や「異常気象レポート」を取りまとめ、
毎年の気候変動、異常気象、地球温暖化等の現状や変化の見通しについての見解も公表していま
す。

出典：気象庁

●環境気象観測網

出典：気象庁

● 二酸化炭素の日本における濃度の推移と
地球上の濃度分布（観測点3箇所）

出典：国土交通省

●気候変動監視レポート

出典：気象庁
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（2）次期静止気象衛星整備に向けた取組み

　次期静止気象衛星「ひまわり8号及び9号」
を、台風や集中豪雨等に対する防災機能の向
上に加え、地球温暖化を始めとする地球環境
の監視機能を世界に先駆けて強化した「静止
地球環境観測衛星」として整備することとし、
8号を2014年度に、9号を2016年度にそ
れぞれ打ち上げる計画として、2機の製造が
2009年度に着手されています。

（3）海洋の観測・監視

　海洋は、温室効果ガスであるCO2を吸収したり、熱を貯えたりすることによって、地球温暖化
を緩やかにしています。また海洋変動は、台風や異常気象等にも深く関わっており、地球環境問
題への対応には、海洋の状況を的確に把握することが重要です。
　地球全体の海洋変動を即時的に監視・把握するため、国土交通省では関係省庁等と連携して、
世界気象機関（WMO）等による国際協力の下、海洋の内部を自動的に観測する装置（アルゴフ
ロート）を全世界の海洋に展開するアルゴ計画を推進しています。

●次期静止地球環境観測衛星「ひまわり」の整備・運用計画）

→

1km→0.5km 4km→2km 30 →10

WMO

●アルゴ計画の観測概要とアルゴフロート分布

出典：国土交通省／海洋研究開発機構

海洋気象観測船等により海洋に投入されたアルゴフ
ロートはおよそ10日ごとに水深約2,000mまで降下・
浮上を繰り返し、その際に測定される水温、塩分の
鉛直データを、衛星を経由して自動的に通報します。
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過去１か月にデータを通報した全世界
でのアルゴフロートの分布（2013年
1月24日現在3,623個、このうち日本
のフロート（●）は255個）
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　気象庁では、観測船、アルゴフロート、衛星等
による様々な観測データを収集・分析し、地球環
境に関連した海洋変動の現状と今後の見通し等を
総合的に診断する「海洋の健康診断表」を公表し
ています。
　海上保安庁では、アルゴフロートのデータを補
完するため、伊豆諸島周辺海域の黒潮変動を海洋
短波レーダーにより常時監視・把握するとともに、
観測データを公表しています。また、日本海洋デ
ータセンターとして、我が国の海洋調査機関によ
り得られた海洋データを収集・管理し、関係機関
及び一般国民へ提供しています。

（4）オゾン層の観測・監視

　太陽からの有害な紫外線を吸収するオゾン層を保護するた
め、フロン等オゾン層破壊物質の生産、消費及び貿易が「モ
ントリオール議定書」等によって国際的に規制されています。
　気象庁では、オゾン、紫外線を観測した成果を毎年公表し
ており、紫外線による人体への悪影響を防止するため、紫外
線の強さを分かりやすく数値化した指標（UVインデックス）
を用いた紫外線情報を、毎日公表しています。

（5）南極における定常観測の推進

　国土地理院では、基準点測量、重力測量、GPS連続観測、露岩域変動測量、写真測量による
地形図作成等を実施しています。得られた成果は、南極地域における地球環境変動等の研究や測
地・地理情報に関する国際的活動に寄与しています。
　1992年から地球環境問題の監視・分析等に必要な地球に関する基盤的な地理情報のデータベ
ース（地球地図データ）化が世界各国の協力の下で進められており、2008年に全球陸域のデー
タを含む地球地図データ（第1版）が完成・公開されました。現在は、土地被覆・樹木被覆率（第
2版）まで公開されています。
　気象庁では、昭和基地でオゾン、日射・放射量、地上、高層等の気象観測を継続して実施して
います。観測データは気候変動の研究や南極のオゾンホールの監視に寄与するなど国際的な施策
策定のために有効活用されています。
　海上保安庁では、海底地形調査を実施しています。また、潮汐観測も実施し、地球温暖化と密
接に関連している海面水位変動の監視に寄与しています。

●「海洋の健康診断表」
　　年平均海面水温（全球平均）の平年差の推移

●UVインデックス（日最大値）

出典：気象庁

出典：気象庁
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6 地球環境の観測・監視



●南極のオゾンホールの変化（1979年～2009年）

出典：気象庁／NASA

●地球地図（樹木被覆率レイヤー）

出典：「みんなの地球地図プロジェクト」
ホームページ管理委員会

●地球地図
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Ⅳ．その他の環境問題への対策
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運輸のグリーン経営を推進しましょう
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